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議案第 32 号 

 

令和８年度横瀬町一般会計補正予算(第２号) 

 

令和８年度横瀬町の一般会計の補正予算(第２号)は、次に定めるところによる。 

(歳入歳出予算の補正) 

第１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 26,164 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,794,164 千円

とする。 

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」

による。 

（債務負担行為） 

第２条　地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」

による。 

 

令和８年６月 10 日提出 

 

秩父郡横瀬町長　　富　田　能　成　　　　
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クラウドシステムアカウント利用 令和９年度 1,729

第２表債務負担行為

（単位 ： 千円）

事　　　項 期　　　間 限　度　額















期 間 金　額 期 間 金　額 国県支出金 地方債 その他

総合福祉センター管
理運営業務

56,970
令和７年度から

令和８年度まで
36,818 令和９年度 19,687 0 0 0 19,687

横瀬小学校児童通学
用スクールバス運行
業務委託

18,182 令和８年度 5,198
令和９年度から

令和10年度まで
10,395 0 0 0 10,395

保育所給食業務委託 36,606 令和８年度 12,202
令和９年度から

令和10年度まで
24,402 0 0 0 24,402

クラウドシステムア
カウント利用

1,729 令和９年度 1,729 0 0 0 1,729

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書
（単位 ： 千円）

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源事　　項 限度額

前 年 度 末 ま で の
支 出 ( 見 込 ) 額

当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

一般財源
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